
X（旧Txitter）（犯罪被害者等支援）も開設！！

犯罪被害にあわれた方・支援者のためのポータルサイト

「ギュッとＣＨ〈チャンネル〉」新設
～警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」に新設～

　警察庁犯罪被害者等施策推進課の公式アカウントをポータルサイトと同時公開します。
　犯罪被害者などへの支援に関する政策や取り組みの紹介、イベントの告知・募集など
の情報を随時発信していますので、ぜひご覧ください。

　裁判員制度は、国民の中から選ばれた６人の裁判員が刑事裁判に参加し、３人の裁判官とともに、被告人が有罪かどうか、
有罪の場合、どのような刑にするのかを決める制度です。
　裁判員の役割は、刑事裁判に出席して証言や証拠などを見聞きする「審理」、法廷で見聞きしたことをもとに裁判官と一
緒に議論する「評議」、法廷で裁判長が判決を宣告する「判決」という流れになります。
　国民の皆さまが刑事裁判に参加することにより、裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する
信頼の向上につながることが期待されています。
　詳しくは裁判員制度ウェブサイト（https://www.saibanin.courts.go.jp/index.html）をご覧ください。
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令和８年４月１日

若干名

平成４年４月２日以降生まれで、学歴基準を満たす人
（試験区分は、大学卒程度・短大卒程度・高校卒程度です）

試験案内および申込書は、組合ホームページ（https://n-kumiai.com/）からダウンロードできます。
申込書の交付を希望される場合は、組合あてお問い合わせください。

試験申込書に必要事項を記入のうえ、組合へ持参または郵送にて提出してください。

11月４日（火）～ 28日(金)　※郵送の場合は11月28日（金）必着
（土・日曜日、祝日を除く　８時30分～ 17時15分）

＜第１次試験＞　12月14日（日）
＜第２次試験＞　令和８年１月下旬予定　※第１次試験合格者に対し、合格発表の際にお知らせします。

被害にあわれた種別（罪種）や抱えられている困りごとの
内容に応じて支援制度や相談窓口などを検索できます。

関係機関・団体事の支援制度などを知ることがで
きます。

都道府県・市町村が提供している犯罪被害者など
への支援制度などの情報を提供しています。

基礎的な知識から犯罪被害者などの心理など、初心者でも学べる内容
の研修動画（10～20分程度）が多数あり、隙間時間にも活用できます。

各機関・団体の支援を知りたい

あなたの街への支援

キュっとラーニング
～支援者向けオンデマンド研修教材～

こんなときは？
（被害差別・困りごと別検索）

令和７年
６月20日～


